
○四日市市障害者の医療費の助成に関する条例 

昭和４８年３月２８日 

条例第９号 

改正 昭和５０年６月２４日条例第３１号 

昭和５６年１２月２３日条例第４３号 

昭和５７年１２月２７日条例第４４号 

昭和５９年９月２９日条例第３５号 

平成６年１２月１９日条例第３９号 

平成１０年３月２６日条例第４号 

平成１１年３月３０日条例第８号 

平成１３年３月２８日条例第１１号 

平成１６年１２月２８日条例第５４号 

平成１７年６月２８日条例第３７号 

平成１８年６月２９日条例第３１号 

平成１９年９月２８日条例第３１号 

平成２０年６月２７日条例第２４号 

（題名改称） 

平成２３年３月３１日条例第１１号 

平成２３年１２月２８日条例第３２号 

平成２４年３月２８日条例第１０号 

平成２４年１２月２８日条例第５０号 

〔注〕平成１３年３月から改正経過を注記した。 

（目的） 

第１条 この条例は、障害者に対し医療費の一部を助成することにより、保健の向上

に寄与するとともに、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。 

（一部改正〔平成２０年条例２４号〕） 

（定義） 

第２条 この条例において「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

(1) 身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号に定め

る１級、２級又は３級に該当する者 

(2) 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１２条に規定する知的障害者

更生相談所又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１２条第１項に規定
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する児童相談所の判定した知能指数７０以下の者 

(3) 三重県療育手帳制度実施要綱（昭和６３年障第１１７号）別表判定区分表に定

める障害程度「軽度」に該当する者 

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４

５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者で、

その障害の等級が１級のもの 

２ この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人等であって現に障害者

を扶養し、かつ、生計を維持している者をいう。 

（一部改正〔平成１３年条例１１号・１７年３７号・１８年３１号・２０年２

４号〕） 

（助成の対象） 

第３条 この条例による医療費の助成の対象となる者（以下「対象者」という。）は、

次の各号に掲げる条件を満たす障害者とする。ただし、生活保護法（昭和２５年法

律第１４４号）による保護を受けている者を除く。 

(1) 本市に住所を有すること。ただし、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第

８０条に規定する学校に就学している者又は障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５条第１１項に規定

する障害者支援施設及び同条第２６項に規定する福祉ホームに入所している者に

ついては、その者の保護者が本市に住所を有すること。 

(2) 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）の規定による被保険者又は規則

で定める社会保険（以下「社会保険」という。）の規定による被保険者若しくは

被扶養者であること。 

(3) 障害者の前年の所得（１月から８月までの間に受けた医療に係る障害者医療費

の助成については、前々年の所得とする。以下この条において同じ。）が規則で

定める額以上でないこと並びに障害者の配偶者及び扶養義務者の前年の所得が規

則で定める額以上でないこと。 

（一部改正〔平成１３年条例１１号・１８年３１号・１９年３１号・２０年２

４号・２３年１１号・３２号・２４年５０号〕） 

（助成の範囲） 

第４条 本市は、国民健康保険法若しくは社会保険の規定により障害者が療養の給付

を受けたとき、他の法令による医療に関する給付を受けたとき又は被保険者若しく

は組合員が障害者に係る療養費、家族療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受け
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たときに、被保険者又は組合員（被保険者又は組合員であった者を含む。以下同じ。）

が負担すべき額（医療費に対する付加給付制度があるときは、現に給付がなされる

か否かにかかわらず、この条例の適用がないものとした場合に当該付加給付制度に

よる給付を受けることができる額を控除した額）を助成する。 

２ 医療費の助成は、対象者がその資格を取得した日の属する月の初日から資格を喪

失するに至った日の前日の属する月の末日まで行う。 

（全部改正〔平成１３年条例１１号〕、一部改正〔平成２０年条例２４号・２

３年１１号・２４年１０号〕） 

（認定） 

第５条 対象者が医療費の助成を受けようとするときは、その資格について市長の認

定を受けなければならない。 

２ 前項の認定は、申請者（対象者又は保護者）に受給資格証を交付することによっ

て行うものとする。 

（一部改正〔平成１３年条例１１号〕） 

（受給資格証の提示） 

第６条 受給資格証の交付を受けた者（以下「受給資格者」という。）は、病院、診

療所若しくは薬局又はその他のもの（以下「医療担当者等」という。）から診療、

薬剤の支給又は手当を受けるときは、当該医療担当者等に受給資格証を提示しなけ

ればならない。 

（一部改正〔平成１３年条例１１号・１６年５４号〕） 

（助成の方法） 

第７条 医療費の助成は、受給資格者が医療担当者等における療養の給付又は療養費

若しくは訪問看護療養費の支給を受けた場合に、当該受給資格者が行う申請に基づ

き、助成すべき額を市が当該受給資格者に支払うことにより行うものとする。 

２ 前項に規定する受給資格者が行う申請の方法その他については、規則で定める。 

（一部改正〔平成１３年条例１１号・２０年２４号〕） 

（申請の期間制限） 

第７条の２ 前条に規定する受給資格者が行う申請は、対象者が受診した日の属する

月の翌月の初日から起算して２年を経過したときは、行うことができない。 

（追加〔平成１３年条例１１号〕、一部改正〔平成２０年条例２４号〕） 

（損害賠償との調整） 

第７条の３ 市長は、受給資格者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、そ



の価額の限度において、医療費の助成の額の全部若しくは一部を支払わないことと

し、又は既に支払った医療費の助成の額の全部若しくは一部を返還させることがで

きる。 

（追加〔平成１３年条例１１号〕） 

（届出） 

第８条 受給資格者は、氏名、住所又は加入している医療保険の種類を変更したとき

は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。 

（譲渡又は担保の禁止） 

第９条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。 

（助成金の返還） 

第１０条 市長は、受給資格者が偽りその他不正の行為によってこの条例による医療

費の助成を受けたと認めたときは、第７条第１項の規定に基づき支払った額の全部

又は一部を返還させることができる。 

（全部改正〔平成１３年条例１１号〕） 

（委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

（一部改正〔平成１６年条例５４号〕） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和４８年４月１日から施行する。 

（一部改正〔平成１６年条例５４号〕） 

（楠町との合併に伴う経過措置） 

２ 平成１７年２月７日前に、楠町福祉医療費の助成に関する条例（平成１３年楠町

条例第１２号。以下「楠町の条例」という。）の規定によりなされた処分、手続そ

の他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

（追加〔平成１６年条例５４号〕） 

３ 楠町の条例の規定による障害者医療費受給者については、第４条の規定を除き、

平成２２年３月３１日までは、なお楠町の条例の例による。 

（追加〔平成１６年条例５４号〕、一部改正〔平成２０年条例２４号〕） 

附 則（昭和５０年６月２４日条例第３１号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和５０年４月１日から適用する。 
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附 則（昭和５６年１２月２３日条例第４３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５７年１２月２７日条例第４４号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の四日市市心身障害者の医療

費の助成に関する条例第３条の規定は、昭和５８年２月１日から施行する。 

附 則（昭和５９年９月２９日条例第３５号） 

この条例は、昭和５９年１０月１日から施行する。 

附 則（平成６年１２月１９日条例第３９号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例第４条及び第７条、四日市

市心身障害者の医療費の助成に関する条例第４条及び第７条、四日市市母子医療費

の助成に関する条例第４条及び第７条並びに四日市市老人の医療費の助成に関する

条例第３条及び第６条の規定は、平成６年１０月１日から適用し、同日前の診療に

係る助成については、なお従前の例による。 

附 則（平成１０年３月２６日条例第４号） 

この条例は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年３月３０日条例第８号） 

この条例は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１３年３月２８日条例第１１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１３年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の四日市市心身障害者の医療費の助成に関する条例の規定

は、平成１３年９月１日以後に行われる診療に係る医療費の助成について適用し、

同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 

附 則（平成１６年１２月２８日条例第５４号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年２月７日から施行する。 

附 則（平成１７年６月２８日条例第３７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１８年６月２９日条例第３１号） 

（施行期日） 



１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第３条第１号の改正は、平成１８

年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 身体障害者福祉法施行規則別表第５号に定める１級、２級又は３級に該当せず、

かつ知的障害者福祉法第１２条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法第

１２条第１項に規定する児童相談所の判定した知能指数７０以下でない者であって、

三重県療育手帳制度実施要綱別表判定区分表に定める障害程度「軽度」に該当する

ものが、この条例の施行の日から２月以内に改正後の四日市市心身障害者の医療費

の助成に関する条例（以下「新条例」という。）第５条の規定に基づき資格の認定

を受けた場合における新条例の適用については、第４条第２項中「その資格を取得

した日」とあるのは、「三重県療育手帳制度実施要綱別表判定区分表に定める障害

程度「軽度」の判定を受けた日」と読み替えて適用するものとする。 

３ 平成１８年１０月１日から障害者自立支援法附則第１条第３号に掲げる規定の施

行の日までの間に限り、新条例第３条の規定の適用については、同条第１号中「障

害者支援施設」とあるのは「障害者支援施設（同法附則第４１条第２項の規定によ

り障害者支援施設とみなされる施設を含む。）」と読み替えて同条を適用するもの

とする。 

附 則（平成１９年９月２８日条例第３１号） 

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律（平成１９年法律第９６号）附則

第１条本文に規定する同法の施行の日から施行する。 

附 則（平成２０年６月２７日条例第２４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２０年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の四日市市障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行

の日以後に行われる診療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた診療に

係る医療費の助成については、なお従前の例による。 

附 則（平成２３年３月３１日条例第１１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２３年１２月２８日条例第３２号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成２４年４月１

日から施行する。 



附 則（平成２４年３月２８日条例第１０号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の四日市市障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行

の日以後に行われる診療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた診療に

係る医療費の助成については、なお従前の例による。 

附 則（平成２４年１２月２８日条例第５０号） 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成２

６年４月１日から施行する。 

 




